
■ 書 評

藤 田 武 夫 著『 現 代 日本 地 方 財 政 史(上 巻)・

(日 本 評 論 社,1976年,1978年)を 読 ん で

(中 巻)』

田 中 重 博

1は じめ に

藤 田 教 授 の 近 著r現 代 日本 地 方財 政 史 』 は既

刊 の 名 著r日 本地 方財 政 制 度 の成 立』(昭 和16

年)お よ びr日 本 地 方 財政 発 展 史 』(昭 和24年)

に つ づ く もの で あ り,教 授 の永 年 の 日本 地 方 財

政 史 研 究 の 集 大成 と もい え る労 作 で あ る 。 そ れ

は な お 今 後 の 続 刊 を 予定 され て お り,完 結 した

もの とは い え な い が,L梓 さ れ た 上巻 お よ び 中

巻 は そ れ ぞ れ 独立 した 著作 と もみ な し うる もの

で あ るの で,あ え て現 時 点 で本 誌編 集 部か らの

書 評 の 依 頼 を お ひ き うけ した 次 第 で あ る。

さて,昭 和50年 前 後 か ら顕在 化 した戦 後 最 大

の 地 方 財 政 危 機 は,い ま だ 根本 的 な解 決 を み な

い 現 状 に あ る。 この危 機 の根 因 は,地 方 財政 の

構 造 に あ る こと が指 摘 され て い る が,現 行 の地

方 税 財 政 制 度 は,昭 和24-25年 の シ ャ ウプ 勧告

と それ に も とつ く税財 政 制 度 に よ って そ の土 台

を 据 え られ,そ の 後,20年 代 後半 に お け る 諸 改

革 と30年 代 か ら40年 代 初 期 に か け て の 高度 経 済

成 長 の た め の 制 度 の 再 編 成 に よ って 修 正 され 構

築 され た もの で あ る。 した が って,現 在 の財 政

危 機 の 構 造 的 原 因 の 究 明 は,こ れ らの税 財政 制

度 の 形 成 と再 編 成 の 過 程 に 遡 り,そ の特 徴 と矛

盾 を 認 識 す る こ とに よ って 達 成 され う る し,そ

の こ とを 通 じて 現 在 の 危 機 を 根 本 的 に 打 開 し う

る方 途 を み い だ しう るの で あ る。(上 巻 お よ び

中巻 の 序)以 上 が 本書 を 貫 く教 授 の 現 実 の 問 題

意 識 で あ る。 そ こに は,r日 本 地 方 財政 制度 の

成 立 』以 来 の 教 授 の 諸 著 作 に 一 貫 して 流 れ て い

る"歴 史的 構 造 的 方 法.と もい うべ き研 究 方 法

が うか がわ れ よ う。

H戦 前 ・戦後の地方財政 と戦後改革

上 巻 で は,ま ず 「戦 前 の地 方 財 政 変 遷 と構造」

が 集 約 的 に叙 述 され た あ と,昭 和20年 の 終 戦 か

ら24年 の シ ャ ウ プ勧 告 お よ び25年 の シ ャウ プ地

方 税 財 政 制 度 まで の 時 期 が あつ か われ て い る。

第1章 「戦 前 の地 方 財 政 の変 遷 と構 造 」 は戦

後 改革 の意 義 を 理 解 す る た め の前 提 で あ り,戦

後 地 方 財 政 史 研 究へ の橋 渡 しで もあ る 。 こ こ で

は,戦 前 日本 の 地 方 自治 お よ び地 方 財 政 制 度 が,

「近 代 的 市民 的 自治 の成 熟 」 を基 盤 に 成 立 した

もの で な く,む しろ,中 央 政 府 の必 要 に よ って

「人工 早 産 に よ る虚 弱 な 崎型 児」(5-6頁)と

して誕 生 し,強 大 な官 治 性 の 中央 集 権 性,国 政

委 任 事 務の 優 位 と強 制,独 立 財 源 の沽 渇 な ど の

構 造 的 特 質 を そ な え て お り,そ れ らは制 度の変

遷 に よ る い くた の修 正 を 経 な が ら もそ の基 本 的

な 日本 的特 徴 は終 戦 ま で維 持 され た こと が叙 述

さ れ て い る 。 こ の部 分 は,教 授 の 前掲 の戦 前 日

本 地 方 財 政 史研 究 の 要約 で あ るが,旧 著 の 見解

か らや や変 化 ・発 展 させ られ て い る個 所 もあ る。

こ の 部分 に 関連 す る重 要 な理 論 問題 に,戦 前

・戦後 の地 方 財 政 の 断絶 性 と連 続 性 を ど う統 一

的 に把 握 す るか と い う問題 が あ る。 こ の よ うな

見地 か ら私 は 次 の 諸 点 に 注 目 した い 。

第一 に,「 日本 地 方 財 政制 度 の 分水 嶺 に た つ

大 標識 」 とい わ れ る 「地 租 営業 収 益税 委 譲 問題 」

の項 で,教 授 が,大 正 デ モ ク ラ シー 期 に お け る

小 ブル ジ ョア ・ラ ジカ リズム や 無産 階級 の 陣営

の 地方 税制 改 革 案 に 言 及 され,積 極 的 に評 価 さ
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れ て い る点 で あ る。 これ は,島 恭 彦教 授 や宮 本

憲一 教 授 らに よ る大 正 デ モ ク ラ シー 期 の地 方 自

治運 動 に関 す る研 究 成 果(島 恭 彦 「大正 期 に お

け る地 方 自治 変 貌 の 一 視 点 」 京 都 大学 経 済 学 会

『経 済 論叢 』第110巻 第3・4号,宮 本 憲一

「明治 大 正 期 の 町 村 合併 政策 」 島恭 彦 編 「町村

合 併 と農 村 の 変 貌 』 有 斐 閣,1958年,同 「現 代

税 制 形 成 過 程 の 研 究 」r金 沢 大 学 法 文 学 部 論 集 』

(法 経 編)第8巻,1961年,同 「大正 末 期 の

地 方 自治思 想 」 藤 田武 夫 教 授還 暦 記念 論 集r戦

後 地 方 財 政 の 展 開 』 日本 評 論社,1968年 な

ど)を 取 り入 れ られ た もの で あ ろ う。戦 後 改革

に よ る民 主 的 地 方 自治 の 諸 課 題(独 立 税 委 譲,

知事 公 選,20才 以 上 の 男 女 へ の 選 挙権 の拡 大,

地 方 議 会 の権 限 拡 充,直 接民 主主 義 の 拡 充 等)

が 占領 軍 に よ って 「土 か ら」 ・ 「外 か ら」 達成

され た とは いえ,そ れ らの 課 題(=要 求)が,

被 支 配者 た る人 民 自身 に よ って,戦 前 段 階 に お

い て どの よ うに思 想 化 され,運 動 化 され,ま た

戦 後 段 階 に継 承 され て い った の か(戦 時 国 独資

と フ ァ シズ ム に よ って 一 時 水 面 化 に抑 え こ まれ

な が ら も)と い う視 点 か らの 研 究 を 深 め る こと

が,戦 前 ・戦 後 の 断 絶 と連続 の 問題 や戦 後 改革

(=民 主 主 義)の 意 義 を 考 え る うえ で 重 要 だ と

思 わ れ るの で あ る。(な お,坂 本 忠 次教 授 は,

「日本 資本 主 義 と地 方 財 政 改 革 」r地 域 と 自 治

体10』 自治 体 問 題研 究 所,の な か で,わ が 国戦

前,戦 後 の 地 方 自治 ・財 政 制 度 を み る視 角 に つ

い て示 唆に 富 む 報告 を され て い る。)

第二に,現 代(戦 後国家独占資本主義)の 地

方税財政の原型を形造 ったといわれる昭和15年

の地方税財政制度の改革についての評価である。

教授は,戦 時下の昭和15年 の改革によって,明

治以来の日本の中央集権的な地方財政構造がい

ちだんと集権性を強め(つ まり,絶 対主義的な

官治性および中央集権性に戦時国独資的な官治

性および中央集権性が加重されたと把握されて

いる)た とされつっも,「このような中央集権的

な地方財政構造は,日 本の場合,戦 時下に形成

され た もの と して 特 殊 な もの を ふ くん で い る と

して も,国 家 独 占資 本 主 義 段 階 に お い て は一 般

的 にみ られ る」(38頁)と して"特 殊 、 と"一

般 、を 統 一 した国 独 資 視 点 を 強 調 され る。 さ ら

につ づ けて,教 授 は,「 こ の集 権 的 な 財 政 構 造

は,逆 に,地 方 住 民 の 民 主 的 意 識 の 昂 揚 と運 動

と に よ って,国 家 権 力 さ ら に独 占資 本 に たい す

る抵 抗,闘 争 へ の 有 力 な媒 介 物 と な る 。 な お こ

の集 権 的 な地 方 財 政 構 造 の うち に も,た とえ ば,

新 設 の地 方 配 付 税 に よ る地 方 財 政 調 整 交 付 金 制

度 の 確 立 の よ うに,そ の 社 会 的 政 治 的 役 割 が 変

わ る こ と に よ って,民 主 的 体 制 下 の 新 しい時 代

の 地 方 財 政 運 営 に 役 立 ち う る組 織 が しだ い に 成

熟 して き た こ とを み お と して は な ら ない 」(38

頁)と 述 べ られて い る の は注 目 され る。 国 家 独

占資 本 主 義 に お け る 「管 制 高 地 」 を め ぐる論 争

や 日本 資 本 主義 の戦 前 ・戦 後 の 構 造 変 化 を め ぐ

る論 争 との 関 わ りに お いて,地 方 財 政 の 戦 前 ・

戦 時 ・戦 後 の 発 展 過 程 を,日 本 国 独 資 の 発 展,

組 織=制 度,権 力 との対 抗 関 係 に お け る主 体 の

成 熟 の三 つ の 要 素 を 基 軸 に して さ ら に研 究を 深

め て い く うえ で,上 記 の 指 摘 は重 要 な示 唆 を 与

え て い る と思 われ る。 な お,「 抵 抗,闘 争 へ の

有 力 な媒 介 物 」 と い う視 点 は,後 述 の シ ャウ プ

勧 告 の 「地 立 税 プ ラス財 政 調 整 制 度 」 の 構 想 の

評 価 視 点 へ もつ らな る もの で あ ろ う。

つ ぎ に,第2章 「終 戦 か ら シャウプ勧告 まで 」

の 部 分 は,教 授 もい わ れ る よ うに,現 代 日本 の

地 方財 政 の 出発 点 と して 最 も重 要 な時 期 で あ り

な が ら,文 献 資 料 も乏 し く,今 日まで ほ ぼ未 開

拓 の 分 野 を取 り扱 った もの で あ るが,丹 念 な資

料 収 集 と緻 密 な 分析 に よ って,こ の期 の全 貌 が

か な り克 明 に解 明 され て い る 。

この 期 の 最 も重要 な理 論 問 題 は,戦 前 ・戦 後

の 地 方 財政 研 究 の視 角 と 関 わ って,戦 後 改革 に

お け る地 方 自治 ・財 政 を ど う評 価 す るか と い う

問題 で あ ろ う。

戦 後地 方 自治 ・財 政 制 度 が,占 領 軍 に よ って

「上 か ら」 ま た 「外 か ら」 与 え られ た も の で あ
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るに せ よ,戦 前 の 「官 治 的 」 性 格 と相 違 す る民

主 的側 面 を 積 極 的 に評 価 し,住 民 自治 の 前 進 の

た め に活 用 す る こ とを 重 視 され るの が 教 授 の 基

本 的立 場 で あ る。 本 章 で は,こ の 立 場 か ら さ ら

に つ っこん だ追 究 が 行 わ れ て い る。

まず第 一 に,戦 前 の 制 度 の 中 央 集 権 的 な 「官

治性 」 が戦 後 ど う変 わ り,ま た 変 わ らな か った

のか と い う点 。 これ に つ い て は,第1次 地 方制

度 改革(昭21・9)新 憲 法,地 方 自治 法 の施

行(昭22.5)に よ って 制 度 は 抜本 的 に民 主 化 さ

れ た もの の,他 方,「 中 央 官 庁 の 強 力 な地 方 支

配 機 構 が 温 存 」(55頁)さ れ,「 官 僚 的 拘 束 が

さ ま ざ まな 面 で 残 存 」(65頁)し た こ と が 強調

され て いる。 さ らに,終 戦後,社 会福 祉,保 健

衛 生,戦 災 復 興,教 育,警 察 な どの行 政 拡 大 の

もとで 地 方 経 費 は膨 脹 す るが,新 憲法,地 方 自

治 法 の 実 施,警 察 ・教 育 行 政 の分 権 化 お よ び民

主 化,内 務 省 の解 体 な どに よ って地 方 自治体 の

自治 権 が 画 期 的 に 強 化 され た に もか か わ らず,

戦 後 に お い て もな お 「中央 規 制 の 強 い 国政 事 務

が 圧 倒 的 な割 合 を 占 め た」(104頁)こ と が 明

らか に され,そ の原 因 と して,戦 前 の 中央 集 権

的 機 構 の 温 存,住 民 の地 方 自 治 推 進 の エ ネ ル

ギ ー不 足 を指 摘 され な が ら も,そ の根 因を,「 国

家 独 占資本 主 義 段 階 に お け る社 会 経 済 機 構 の全

国 化 集 中 化 と階 級 対 立 の 激化 に と もな う国 家 権

力 の 拡 大 強化 な らび に地 方 行 政 の ナ シ ョナ ルな

性 格 と中央 の施 策 の優 位 に よ る中 央 統 制 の 強化 」

(104頁)に もと め られ て い る。 つ ま り、 危 機

に 直 面 した 日本 資 本 主 義 の国 独 資 の 強 化 に よ る

(制度 の分 権 化 民 主 化 に補 完 され た)中 央 集 権

的 「官 治性 」 へ の変 質 が 強調 され て い る と いえ

よ う。 他方,戦 後 の 地 方 収 入 に お いて,国 庫 補

助 金 や 地方 配付 税 に よ って国 庫 依 存 財 源 の 比 重

が6割 に もの ぼ る と い う 「反 自治 的 現 象 」 につ

い て も同様 の視 角か らと らえ られて いる。(170

頁)そ うは い って も,教 授 は,戦 後 段 階 に お い

て は じめ て 国独 資 的 な中 央 集 権 性 の 出 現 を み い

だ して お られ るの で は な く,さ き にす こ しふ れ

たが,地 域経済の不均等激化と戦時体制の進展

を背景に,戦 前の両税委譲の挫折→中央集権的

財政調整金の交付→昭和15年 の改革の時期にか

けて,絶 対主義的 「官治的」中央集権に戦時国

独資の論理による 「官治的」中央集権が加わり,

ともに強化されたと把握されているようである。

(な お,地 方 財 政 の 「中 央 集 権 化 」 の 戦 中 と

戦 後 の 相 違 に つ い て,大 石 嘉 一 郎教 授 は 次 の よ

うに 把 握 され る。 即 ち,恐 慌 の 深 化 と戦 時 体 制

へ の 移行 に伴 い地 方 財 政 問 題 が 深 刻 化 す る中 で,

は じめ て本 格 的 な財 政 調 整 制度 が 導入 され,地

方税 制 の 「近 代 化 」 が行 な わ れ るが,そ れ は,

戦 時 国 家 独 占 資本 主義体 制 に 対 応 した軍 事 的 ・

強 力 的 な 「中央 集 権 化 」 で あ り,地 方 自治 を 文

字 ど お り圧 殺 す る方 向 を も っ もの で あ った 。 戦

後 の 「中央 集 権 化 」 は,地 方財 政 を軍 事 優 先 の

国家 財 政 へ の従 属 の も とで圧 縮 され た形 態 か ら

解 き 放 ち,同 時 に,戦 前 の 「官 治 的 自治 」 に変

る 「民 主 的 自治 」 の もと で の 「中央 志 向 型 」 ボ

ス 支 配 に依 拠 して,資 本 蓄 積 と民 生 安 定 の た め

の ナ シ ョナ ル ・ ミニ マ ム の行 政 水 準 を確 保 す る

もの で あ った,と 。 した が って,地 方 財 政 の近

代 化 と 独 占段 階 の ナ シ ョナ ル ミニ マ ム確 保 の た

め の 財 政 調 整 制 度 の確 立 と い う2つ の課 題 が戦

中 に芽 ば えつ つ も,軍 事 優 先 体 制 の もと で抑 圧

され て しま った,そ の束 縛 を 解 き放 ち,2つ の

課 題 を 達 成 した点 に戦 後 地 方 財 政 改革 の 意 義 を

も とめ て お られ る。 大 石 嘉 一 郎 「戦 後 地 方 財 政

改革 の 意 義 」 林 健 久,貝 塚 啓 明 編r日 本の財政 』

1973年,ま た同 「昭 和 恐 慌 と地 方 財 政 」 東 大 社

会 科 学 研 究 所r昭 和 恐 慌 』1978年 も参 照)

第二 に,「 財 政 上,と くに税 制 ⊥ の 地 方 自治」

の 評 価 に つ い て 。 周 知 の よ うに,佐 藤 進 教 授 は,

戦 前 の 地 方 自治,地 方 財 政 は官 治 的 で 中 央 集 権

的 で あ り,戦 後 の それ は民 主 的 で あ る とす る見

方 に 疑 問 を 表 明 され,戦 前 に は税 財 政 に お い て

地 方 自治 が 素 朴 な 形 で 生 きて お り,戦 後 は この

自主性 が 奪 わ れ た,と 主 張 され た 。(佐 藤 進「戦

前 の 地 方 財 政 と戦 後 の 地 方 財 政 」 藤 田 武 夫 還 暦
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記 念 論 集r戦 後 地 方 財 政 の 展 開 』1968年9月)

こ れ に対 し,藤 田教 授 は,昭 和21-24年 の地 方

税 制 の 改革 につ いて 分 析 され,そ れ が 「資産 課

税 の い ち じる しい低 落 と消 費 課 税 の 激 増 」 に よ

って 「有産 者 負 担 の 軽 減 と勤 労 大 衆 の 負 担 の 増

大」 を 伴 う もの であ った と はい え,「 還 付 税 の

廃 止,国 税 の地 方 委 譲,地 方 独 立 税 の 拡 充 に よ

る税体 系上 の地 方 税 の 自主 性 の 強 化,地 方 自治

体 の 自主 課税 権 の拡 大」 を も た ら し,「戦 後 に お

い て す くな くと も税 制 の うえ で は,地 方 自治 体

の 自主 性 が 強化 され 前 進 した こ と は間 違 いない」

(130-131頁)と 明 言 され,佐 藤 教 授 の 見 解

に 反 論 され て い る個 所 は説 得 的 で あ る。

第 三に,財 政 調整 制 度(地 方 配 付 税)に つ い

て,藤 田 教 授 は 次 の よ うに評 価 される。「… 戦 時

中,地 域住 民 の不 満 を 抑 えな が ら,戦 争 関 係 行

政 の 遂 行 と中央 の税 源 拡 大 に 役立 って きた 地 方

配 付 税 は,終 戦 後 の政 治 ・社 会 情 勢 の 大 転 換 に

よ って,貧 富 団体 の財 政 調 整 を はか りなが ら,

地 方 自治体 の 強 化,民 生 行 政 の 拡 充 に た い して,

あ る程 度財 源を 保 障 す る 役割 を 演 じた 」(152―

153頁)と 。しか しこの 場 合 も,中 央 集 権 的 行

政 機 構 の 温 存 と行 政 事務 の再 配 分 の 不 履 行 の も

とで,「 民 生 行 政 の 拡充 に役 立 つ 地 方 配 付 税 も,

国 政 委 任事 務 に た いす る財 源 保 証 とい う形 態 で,

そ の 機 能 を果 し」 ま た,「 補 助 金 的 性 格 を 強 め,

財 源 保 障 機能 を 拡 め た」(153頁)と い う実 態

に 注 目 され,こ の財 源 保 障 機 能 へ の傾 斜 は,イ

ン フ レの 昂進,国 政 委 任 事 務 の 増 大 に よ る財 政

需 要 の 激増 に地 方 税 が対 応 しえな か った か らで

あ る と され,こ の財 政 需 要(し たが って ま た国

政 委 任 事 務)の 内容 が,前 述 の よ うに 戦 前,戦

中 の 場 合 と大 き く相 違 して い るこ と に注 意 を 喚

起 され て い る。 こ れ は,戦 中 ・戦 後 の 国 独 資 の

発 展 ・成 熟 ・形 態 の相 違 に伴 う財 政 調 整 制 度 や

国 政 委 任事 務 の 機能 お よ び 内容 の変 化 を 指 摘 さ

れ た もの と して 注 目 され る 。 な お,こ の 期 の

「配 付 税 の 補助 金 化」 は 高度 成 長 期 の 「交 付 税

の 補 助 金 化 」現 象 へ もつ らな る もの と して 位 置

づ け る こ と もで き よ う。(も っと も 両 者 の 性 格

はか な り異 な る が)

第 四 に,本 章 で扱 われ て い るの は終 戦 か ら24

年 ま で の い わ ゆ る 「民 主 化 の時 期 」 で あ る 。藤

田教 授 は,こ の短 か い な が ら起 伏 に と ん だ複 雑

な時 期 の ひ だ に照 明 を あ て られ,次 の よ うに分

析 さ れ る 。す な わ ち,地 方 自治 制 度 の 面で は,

昭 和21年 の 改革 と22年 の 新 憲法,地 方 自治 法 実

施 の時 期 が地 方 自治 強 化 の ピー クに あ り,地 方

財 政 制 度 の面 で は,一 年 余 遅 れ て23年7月 の地

方 税 制 の 改革,地 方 配付 税法 の公 布 お よ び地 方

財 政 法 の時 期 が ピー クで あ った,と 。(189頁)

そ の 際,と くに23年 の地 方財 政 法 を,地 方 自治

体 の 自主財 政 権 の確 立 の うえ で 画 期 的 内 容 を も

つ もの で,こ の 時 期 の 「地 方財 政 史上 の金字塔」

と して 高 く評価 され て い るの は注 目 され る 。本

法 に よ って,国 と地 方 との 財政 関係 を 規 律 す る

基 本 原 則 が う ちた て られ,国 費 ・地 方 費 の負 担

区 分 が 示 され,さ らに,各 地 方 自治体 の 財政 運

営 の健 全性 を確 保 す る方 途 が示 され た こと は 周

知 の と ころ で あ る が,藤 田教 授 も指 摘 され るよ

うに,そ の 後 の 財政 の 実 際 に お い て は,地 方 財

政 法 の 諸規 定 が 遵 守 され ず,そ の多 くが死文 化 ・

形 骸 化 され,地 方 自治体 は 多 額 の 国 政 委 任 事 務

や超 過 負担 や 国 か ら の財 政 自主 権 の侵 害 な ど に

悩 ま され て き た 。 だ が,本 法 は地 方 自治体 の財

政 自主 権確 立 の うえ で 重 要 な 法 的 根拠 を提 供 す

る もの で あ るが ゆ え に,こ れ を 「現在 再 評 価 す

る と と もに,同 法 の 諸規 定を 今後 の地 方 自治体

の財 政 自主 権確 立 の た め に 十 分活 用 す る必 要 が

あ る」(164頁)と い うの が,教 授 の主 張 の主

旨で あ る。 この 点 に つ い て は,宮 本 憲 一教 授 が

指 摘 され るよ うに,そ の 後 の 機 関 委 任 事 務,補

助 金,起 債 な どの地 方財 政 運 営上 の諸 問題 の発

生 との 関 わ りで の検 討 が な お 残 されて い る 。(座

談 会 「財 政 危 機 の 現 段 階 と そ の歴 史把 握」(小

沢 辰 男,坂 本 忠 次,池 上 惇,島 恭 彦,藤 田 武夫,

宮 本 憲 一)r地 域 と 自 治 体 』 第10集.自 治 体問

題 研 究 所,に お け る宮本 教 授 の指 摘)
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最 後 に,地 方 自治 の担 い手(=主 体)の 問 題 。

制 度上 に 実現 さ れ た地 方 自治 お よ び財 政 制 度 の

前 進面 も,地 方 の実 態 に おい て 空 文 化 し形 骸 化

した もの が 多 い が,そ れ は,改 革 が 「外 か ら」

お よ び 「上 か ら」 遂 行 さ れ,戦 前 か らの 中 央 集

権 的 官僚 機 構 を 温存 した ま まで あ った こ と に も

よ るが 、 「よ り基 底 的 な 要 因 」 は,「 当 時 の 政

治社 会 情 勢,地 方 の 支 配 機 構,地 域 住 民 お よび

地 方 自治体 が,い ま だ新 制 度 の 前 進 面 を,地 方

の現 実 の上 に十 分 活 か し うる態 勢 を もた ず,そ

の エ ネ ル ギ ーを 欠 い て い た こ とに あ る」(190

頁)と 藤 田教 授 は把 握 され て い る。 そ の 根 拠 と

して,当 時 の 都 市 と農 村 の 支 配 機 構,政 党 や 労

働 運 動,農 民 運 動,地 方 自治 体 側 の 動 向 が 分 析

され て い る。(70-83頁)こ れ は,「 視 点 を 地 方

財 政 と い う狭 い 領 域 に 限 定 せ ず,地 方 財政 現 象

を,戦 後 の 日本 資 本 主 義 の 発 展 の う ちに お き,

総 司 令 部 や 日本 政 府 の 政 策,政 治情 勢,地 方 の

支 配 機 構 お よび 地 方 自治 体 の 動 きな ど との 関連

に お いて 捉 え,ま た 国 家 財政 や行 政 の 動 向 と と

も に考 察 し,記 述 した 」(序)と い う教 授 の研 究

視 角 の 具 体 化 の 一環 で もあ る。農 村 で は,農 地

改 革 後,町 村 の 行政 機 関 や農 協 と結 び つ い た特

権 的 農 村 ボ スが 、 「国 独 資 の エ ー ジエ ン ト」 と

して,地 主 の カ を介 せ ず に,直 接 に農 村 を 把握

す る支 配 機 構 が 成立 し,都 市 で は地 元 商工 業 者

を 中心 とす る旧 中 間 層 の ボ ス 層 が 町 内会,隣 組,

商 工 組 合,消 防 団,防 犯 協会,納 税組 合 な どの

住 民 組 織 を 市 町村 の下 部 機構 と して機 能 させ,

住 民 の 要 求 を請 負 って 中央 志 向型 の行 政 を 貫 徹

させ た こ と,地 域 住 民 の 一部 は 自覚 を 高 め 自治

政 刷 新 団体 や生 活擁 護 同盟 に加 入 す る な ど の事

例 もみ られ た が,市 民 の 大 多 数 の政 治 意 識 は低

か った こ と,ま た,戦 後,社 会 党 や共 産 党 な ど

革 新 勢 力 の躍 進 がみ られ,労 働 組 合 や農 民 組 合

は激 増 を 示 し,労 働 運 動 で地 域 住 民 を ふ くめ た

「地 域 ぐるみ闘 争 」 が提 起 さ れ た り,農 民 運 動

で は小 作 料 の 減 免か ら農 業 会 や村 役場 の民 主 化

に 向か うよ うな事 例 も一 部 にはみ られ た もの の,

権 力 の 弾 圧 と農 地 改革 の進行 のなかで,旧 い官 僚

的 支 配 機 構 の 温存 を 打 破 す る まで に至 らな か っ

た こ と,総 じて い え ば,敗 戦 後,反 官僚,民 主

的 自治 の 風 潮 が 一 部 に存 在 した もの の,全 体 と

して は民 主 的 地 方 自治 制 度 を 担 う組 織 と エ ネ ル

ギ ーを 欠 き,中 央 集 権 的 行 政 の 温 存 を 容 易 に ゆ

る した,と され て い る。 全 体 的 な論 旨 につ い て

は 私 も同 感 で あ るが,い ます こ し,住 民 自治 の

発 展 へ の 萌 芽 な い し展 望 と い う角 度 か らの 検 討

が な お 課 題 とな り は しな い か と思 わ れ た 。

皿 シャウプ勧告をめ ぐって

さて,地 方 自治 制 度 に つ い て は総 司 令 部 の 主

導 に よ って 大 幅 な民 主 化措 置 が と られ た もの の,

地 方 税 財 政制 度 に つ い て は,地 方 税 法 や 地 方 財

政 法 な どの個 々の 制度 の 改 革 に 局 限 され,税 財

政 制 度 全 体 の 改革 は,シ ャ ウプ 勧告 に 期 待 され

た 。 「勧 告 」 が この 課 題 を ど う解 決 しよ うと し

た か,そ れ が 第3章 「シ ャ ウプ 勧 告 に お け る地

方財 政 」 で検 討 され て い る。

と ころ で,シ ャ ウプ 勧告 が発 表 され た 直 後 は,

「第2次 大戦 後 の 資本 主 義 の 全般 的危 機 の 第2

段 階 の も とで,し か もア メ リカ 帝 国 主 義 の 全 一

的支 配Fで,古 典 的地 方 自治 の確 立 を説 く こ と

は,自 己 矛盾 で あ ると 同時 に 欺 購 で あ る」(r日

本 資 本 主 義 講 座 』 第5巻,324頁)と い う評 価

や・ 「勧 告」の唱 え る 「古典 的」 地 方 自治 は 独 占

段 階 の 日本 で,こ れを うけ い れ る基 盤 は な く,

ま た そ れ を体 現 した独 立 税 構 想 と地 方 財 政 調 整

構 想 と の間 の 論理 的 矛盾 を つ く見 解 が 支 配 的 で

あ った 。 と こ ろ が,31年 頃か ら 「シ ャ ウプ勧 告

の 再 評 価 」 の動 き が は じま る。 島恭 彦 教 授 は,

古 い 見 解 を 自 己批 判 し,「 独 立 税 プ ラス地 方 財

政 調 整制 度 」 と い う地 方 財 政 改革 の構 想 を 反 独

占的 民 主 主 義 的 に利 用 し うる可 能 性 を 示 唆 され

た。(島 恭 彦 「地方 自治 擁護 の 論 理 」r経 済 論

叢 』78の3)ま た,吉 岡 健 次 教 授 は,「 勧 告 」

が,支 配 体 制 の安 全 装 置 と して の地 方 自治 を 強

め る側 面 と弱 め る側 面 を もつ こ とを 明 らか に し
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た うえ で,「 勧 告 」 に も りこ まれ た民 主 主 義 制

度 が,国 民 大 衆 の要 求 を 中央 ・地 方 行 政 の上 に

も りあ げ,反 独 占闘 争 の 足場 とな り うる側 面 を

もつ と され た 。 以上 の よ うな 「勧告 」 を め ぐる

議 論 を 総 括 して,藤 田教 授 は,「 …r勧 告 』の

独 立 税 プ ラ ス地 方財 政 調 整制 度 と い う地 方 財 政

制 度 の 構 想 は,資 本 優 先,反 民 主 主 義 の 多 くの

要 素 を 包 蔵 しな が ら も,国 民 大衆 の要 求 を 中央,

地 方 の 行 財 政 の上 に も りあ げ,反 独 占闘 争 の足

場 と な りう る要 素 を ふ くん で お り,こ れを 発 展

させ る こ とに よ って,真 に民 主 的 なr地 方 自治 』

を 強化 し,政 治 全体 を民 主 化 し う る可 能 性 を も

ってい る こ とを 十`分認 識 す る必 要 がある」(201

頁)と 述 べ られ,こ の よ うな 見地 に立 って,こ

れ まで の膨 大 な 研 究 成果 や議 論 の総 括 と克 明 な

分 析 を つ うじて,「 勧 告 」 の歴 史 的意 義 と限 界

を 究 明 され て い る。

まず,「 勧 告 」 の 政 治 的経 済 的背 景 と して,

「勧 告 」 が 「ア メ リカ占 領軍 の 『民 主 化 』政 策

の 最 後 の 段 階 の 産物 で あ る」(193頁)こ と,

シヤ ウ プ使 節 団 が 「ドッヂ の経 済 安 定 計 画 に沿

って,日 本 の 独 占資本 の 自立 と資 本 蓄 積 を 促 進

す る と と もに,地 方 自治 の保 持 強化 に 役 立つ よ

うに,税 財 政制 度 を 改革 す る」(197頁)と い

う2つ の 任 務 を も って い た こと が指 摘 され てい

る。 つ い で,シ ャ ウプ 勧 告 が,政 治 的 ま た民 主

主 義 的 見 地 か ら,さ らに行 政 的,経 済 的 立 場 か

ら地 方 自治 を 高 く評 価 し,「 日本 に お け る問 題

は,依 然 と して 国 の 支 配 を減 じ地 方 団 体 の 独 立

を 増 す こ と」 で あ り,「 地 方 自治 の形 式 に実 質

を 加 え るた め に地 方 団体 に適 当 な独 立 財 源 を あ

た え る こ と」 を 主 張 し,こ の よ うな 日本 に お け

る財 政 上 の 地方 自治 を 実現 す るた めの 基 本 方 針

と して,(1)地 方 税 源 の拡 充 強 化,(2)国 庫 か らの

交 付 金 の 一 方 的 独 断 決定 の排 除,(3)国 ・都 道 府

県 ・市 町 村 間 の 徴 税 と行 政 責 任 の集 中 化,(4)平

衡 交 付 金 の設 置 の4つ を あ げ て い た こ とが 述 べ

られ て い る。

つ ぎに,「 勧 告 」 の地 方 財 政 構 想 が 具 体 的 に

検 討 され て い る。 まず 第 一 に,地 方 税 制 改 革 案

につ い て 。 「勧 告 」 が,地 方 税 源 の 拡 大(と く

に市 町 村 優 先),独 立 税 主 義,地 方 自治 体 の 自

主課 税 権 の 強 化 に 努 め た こ とは,地 方 自治 の 前

進 の た め に高 く評 価 され る民 主 的 側 面 で あ るが,

他 方 で は,ド ッジ ・ライ ンの も とで,資 本 蓄 積

の 促 進 と税 収 の 増 大 が 構 想 の 中 心 を な して お り,

「企 業 や 住 民 の 負 担 の 変 動,と くに,住 民 の 負

担 の 変 化 にほ とん ど考 慮 が は ら わ れ て い ず 」

(253頁),住 民 重 課 ・大 衆 課 税 化 を まね て い た

こ と,三 大 地 方 税(住 民 税,固 定 資 産 税,附 加

価 値 税)が 地 域 的 な財 政 ア ンバ ラ ンスを よ り激

化 させ る傾 向 が あ った こ と な どの 反 民 主 的 側 面

を 有 した こ と(そ して,そ れ は ドッジ ・ライ ン

の 制 約 の も とで 「宿 命 的 」 な ものであ ったこと)

が 明 確 に され て い る。 「勧 告 」 の 主 張 す る 「応

益 原 則 」 や 「法 人 擬 制 説 」 が 後 者 の 反 民 主 的 側

面の 弁 護i論に 役 立 った こ と はい う まで も ない 。

第 二 に,一 般 平 衡 交 付 金 につ い て 。 まず,藤

田教 授 が,「 勧 告 」 は 「自給 自足 を 建 前 とす る

第19世 紀 初 期 の 旧 い 地 方 自治 観 念 を 批 判 」 し,

「現 代 の 地 方 自治 の あ り方 を 前 提 と して(一 般

平 衡 交 付 金 が)提 唱 され て い る」(255頁)と

明 確 に述 べ て お られ るの は注 意 され る。(そ の

根 拠 と して,教 授 は勧 告 の 「地 方 に よ って は 適

切 な 地 方 行 政 を 維 持 す るに は,あ ま りに も貧 困

で あ るか,あ るい は立 遅 れ て い る こ と もあ る。

地 方 的 に 処 理 で き る税 収 に は限 りが あ るの で,

実 際 多 くの 地 方 は,完 全 に 自給 自足 を す る まで

に立 ちい た る こ とが で きな い の で あ る。 これ ら

の 理 由の 故 に,地 方 自治 の 概 念 は 極 端 に まで も

って い くべ き もの で は な い 」ReportonJapan-

eseTaxatlonbytheShoupMlsslon,Vol.皿,

Appendix,P.A3,と い う個 所 を 引 用 され て い

る。)か って 吉 田 震 太 郎 教 授 は,シ ャ ウ プ勧 告

の 再 評 価 の 動 きに ふ れ られ,「 勧 告 」 に しば し

ば 顔 を 出 す と こ ろの 古 典 的民 主 主 義,古 典 的 地

方 自治 ・古 典 的 な 応 益 原 則 な どの 「古 い 」 思 想

を そ れ だ け切 り離 して 公 式 的 に 「イ デ オ ロ ギ ー
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批 判 」 す る こ とを 反 省 し,イ デ オ ロギ ー を そ れ

の 「働 く場 所 」 に お い て,「 そ の 実 際 の 機能 に

おい て 」 評 価 す べ き こ とを 指 摘 され,「 勧 告 」

の 「占い 」 イデ オ ロギ ー が 他 の 「新 しい 」 イデ

オ ロギ ー と どの よ うな 関 連 に た ち,ま た そ の 関

連 の も とで 考 察 した と き これ が 機能 の 面 で もは

た して 古い か ど うか を 検 証 す る こ とが必 要 で あ

る と主 張 され た 。(吉 田 震 太 郎 「シ ャ ウプ 勧 告

の 再 評 価 に つ い て 」 『経 済 成 長 と財政 金 融 』昭

和37年10月)藤 田 教 授 が 指 摘 さ れ る よ う に,

「勧 告 」 が 「旧 い 地 方 自 治 観 念 を 批 判 」 し て

「現 代 の 地 方 自治 の あ り方 を 前 提 とす る 「新 し

い」 思 想(平 衡 交 付 金 制 度 に体 現 され る新 しい

中 央 集 権 を 伴 う地 方 自治)を 含 ん で い る こ とは

間 違 い ない と こ ろで あ ろ うが,他 方 で 「勧 告 」

は 「旧 い地 方 自治 観 念 」 の ヴ エー ル を か ぶ って

い る こ と も否 定 され え な い の で は な い か 。 とす

れ ば,「 勧 告 」 で は 「占典 的 」 地 方 自治 観 と現

代 的地 方 自治 観 が 雑 居 して い た の か,あ るい は

統 一 されて いた の か,後 者 とす れ ば どの よ うに

して統 一 され て い た の か 等 を その イデ オ ロ ギ ー

の 実際 の機 能 との 関 連 で 究 明 す る こ とが さ らに

必 要 に な って くる よ うに 思 わ れ た 。 と もあ れ,

「勧告 」 の地 方 自治 観 を 一 義 的 全 面 的 に"古 典

的 、 と論 断す る こ とが 無 理 な こ と は確 か な よ う

で あ る 。

藤田教授は,さ らに,一 般平衡交付金案の評

価 として,(1)財 政自治の保証と地方自治発達の

基本条件と位置づけその大幅な増額を提唱,②

下からの積上方式,(3}地 方配付税と異なり直接

その自治体の収入不足額を基準に行 う,(4}財政

需要と財政収入の詳 しい算出方法の呈示と財政

自治を拘束 しない配慮,(5)景 気変動による地方

歳入調節機能,(6)運 営主体としての地方財政委

員会の設置の6点 を 「進歩的 な優れ た構想」

(266頁)と たか く評価 される とともに,(1}総

額が実際に毎年確保 されるかどうか,② 平衡交

付金が地方 自治の強化拡充に役立つためには,

行政事務の再配分とひもつき行政事務の整理が

前 提 に な らな けれ ば な らな い,の2つ の 重 要 な

問 題 点 を 残 して い た と指 摘 され て い る。 そ して,

現 実 の 進行 は,中 央 集 権 的 官 僚 機 構 の 温 存 と事

務 配 分 の ネ グ レ ク トに よって,「 地 方 自 治 の 強

化 に 役 立 つ べ き平 衡 交 付 金 が,そ の 目的 を 達 せ

ず,主 と して 国 の 施 策 の 遂 行 に 役 立 つ こ とに な

り,地 方 配 付 税 同 様,国 政 委 任 事 務 に た い す る

財 源保 障 的 な 機 能 が 強 くは た ら くこ とに な った」

(268頁)と 評 され て い るの は 適 確 な指 摘 とい

え よ う。

第 三 に,国 庫 補 助 金 と地 方 債 の 改 革 に つ い て 。

「勧告 」 の 国 庫 補 助 金 の 大 幅 な 削 減 とそ の 一 部

の 平 衡 交 付 金 へ の 組 み 替 え が,地 方 行 財 政 に 対

す る中 央統 制 を 回 避 し,ま た,地 方 債 に 対 す る

細 か い 統 制 を と りの ぞ き,そ の 増 発 を み とめ る

こ とは,地 方 自治 体 の 活 動 の 拡 大 に 貢 献 す る

(周 知 の よ うに 「勧 告 」 は 「個 人 的 消 費 」 に く

らべ 「集 団 的 消 費 」 を 高 く評 価 した)と して,

教 授 は 「勧 告 」の 改 革 を 評 価 され て い る。

最 後 に,「 勧 告 」 の 歴 史 的 意 義 に つ い て 。

教 授 は,「 勧 告 」 は,「 た ん な る当 面 の 緊 急 対

策 で は な く,地 方 自治 強 化 の ため に,財 源 の 拡

大 強 化 と税 財 政 制 度 の 合 理 化 につ い て 長 期 的 な

カル テを 作 成 し… … 旧 来 の 日本 の 伝 統 に 捉 わ れ

ず,新 しい 発 想 と詳 細 な 構 想 に も とつ いて,い

ろい ろ優 れ た 進 歩 的 な 諸 改 革 案 を 提 示 」(279

頁)し た ゆえ に,「 画 期 的 な意 義 」 を もつ も の

と して た か く評 価 され る。 しか し同 時 に,「 勧

告 」 は,「 独 占 資 本 復 興 の ため の ドッ ジ政 策 の

も とで,安 定 装 置 と して 地 方 自治 体 の維 持 を は

か らな けれ ば な ら なか った」(280頁)た めに,

い くたの 「反 民 主 的 色 彩 」 を おびて い た,と さ

れ る。 さ らに,「 勧 告 」 の 地 方 自治 強化 の構 想

は失 敗 に終 るが,そ の 理 由 と して,行 政 事 務 の

再 配 分 につ い て そ の一 般 原 則(行 政 責 任 明確 化,

能 率,地 方 公 共 団 体 お よ び 市町 村 優 先 の3原 則)

を 示 す だ けで 具 体 的 な措 置 を い っさ い地 方 行 政

組 織 調 査 委 員 会 に 委 ね た こ と,「 国 の 財 政 政 策

の転 換 や 温存 され た 旧 い行 政 機 構 の 改革 に手 を
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ふ れ る こ とな く,地 方 財 政 の面 だ けで 独 走 しよ

う と した」 こ との2点 を あ げ られ,さ らに根 底

的 に は,「 勧 告 」 が 「民 主 化 と反 民 主 化,地 方

自治 と中 央 集権 の相 克 の時 期,し か も政 治 路 線

の 重 心 が 後 者 に 傾 き つ つ あ った時 期 」 に位置 し,

総 司 令 部 お よ び 日本 政 府 が 「勧告 」 を 実 施 す る

熱 意 を 欠 い て い た こ とを指 摘 され て いる。 以 上

の 評 価 は きわ あ て 適確 で あ る よ うに思 う。 なお,

「勧 告 」が 「地 方 財 政 の面 だ け で 独走 」 したの

は,「 勧 告 」 が 「明 治 い らい の 日本 の地 方 自治

と地 方 財政 の特 質 を ←分 認識 せ ず,ま た終 戦 後

の 諸 改 革 の 前進 面 と停 滞 面 を 正 確 に捉 え え なか

った こ とに起 因 」(280頁)す る と され て い る

の は 興 味 ぶ か い 。 す な わ ち,「 勧 告 」 の 「旧来

の 日本 の伝 統 に 捉 わ れ ず,新 しい発 想 」 を 盛 り

こん だ い わ ば メ リッ トの側 面 の裏 側 に,日 本 の

牢 固 と した 官僚 的体 質 に対 す る認 識 の 甘 さ と い

う デ メ リ ッ トが ひ そ ん で い た こ とを 指 摘 され て

い るの で あ ろ う。 も っと も,日 本 へ の 滞 在 期 間

が わ ず か 数 ケ 月 しか な か った シ ャウ プ使 節 団 に

この 点 を批 難 す るこ と は酷 に す ぎ る まで あ ろ う

が 。(な お,島 恭 彦 教 授 は,平 衡 交 付 金 構 想 自

体 の 中 に批 判 す べ き 点 が あ る と して,「 一 口 に

云 え ば,日 本 の 官僚 機 構 の実 態 を 無 視 して,あ

ま りに も科 学 主 義 的 で あ る」 前 掲,島 恭 彦 「地

方 自治 擁 護 の 論理 」 と鋭 く指 摘 さ れて い る が,

これ は あ る程 度 に は 「勧 告 」 全 体 に も あて は ま

るの で は な か ろ うか 。)

第4章 で は,「 シ ャ ウプ地 方 税 財 政 制 度 の成

立 」 が 扱 わ れ,こ の制 度 が 「勧告 」 を どの 程 度

実 現 し,ま た,「 勧 告 」 か ら遊 離 し崩 壊 に導 い

た か,が 検 討 され て い る 。

まず,昭 和25年5月 に創 設 され た地 方 財 政 平

衡 交 付 金 は,前 述 の よ うな優 れ た構 想 を ふ くむ

制 度 で あ った が,ド ッ ジの緊 縮 政 策 の も とで 総

額 を 確 保 で きな か った ば か りか,「 実 態 に おい

て は,各 自治体 の 実 際 の財 政 需 要 と財 政 収 入 を

正 確 に 捉 え て,十 分 な財 政 調 整 や財 源 保 障 を 行

う まで に い た って い な い 」(318頁)と 結 論 さ

れる。その際,教 授は,r地 方財政平衡交付金

の実態と問題』(昭27.10)を は じめ過去の豊富

な実態調査にもとついてきわめて説得的な論証

を展開させている。(そ の実態分析のなかで,

村の部落協議費や水利組合費が基準財政需要額

に盛込まれず,平 衡交付金の配分上,都 市に く

らべ農村が不利な立場におかれている問題など,

それ自体としても興味深い論点が含まれている

がここでは省略)つ ぎに,25年7月 成立の新地

方税制は,地 方税源の拡充 と税制の近代化を促

進 したが,他 方では,附 加価値税の延期と事業

税の継続,償 却資産を含む固定資産税の税率

16%へ の引下げ,電 気ガス税の非課税範囲の

拡大等大企業優遇と資本蓄積促進へ著 しく傾斜

し,ま た,新 市町村民税は,個 人 ・法人間の著

しい不均衡と勤労大衆の負担加重をひきおこし

たことが論証されている。さらに,「 勧告」が

強調 した国庫補助金の大 幅な整理 は骨抜 き

にされ,地 方債に対 しても自由起債と背馳する

方向での中央統制が くわえ られることとなった

事情が明 らかにされている。

か く して,25年 シ ャウ プ地 方 税 財 政 制 度 は,

朝 鮮 戦 争 勃 発 の も とで の レ ッ ド ・パ ー ジの 開 始,

警 察 予 備 隊 の 設 置 な ど国 内政 策 の 逆 コ ー スへ の

転 換 と大 資 本 の 復 興 の な か で,独 占資 本 の 蓄 積

と国 の 支配 体 制 へ の 脅 威 とな る側 面 を 骨 抜 きに

し,大 資 本 擁 護 と支 配 の 安 定 装 置 の 側 面 を い っ

そ う拡 大 して 成 立 し,そ の 意 味 で 「シ ャ ウ プ地

方 税 財 政 制 度 は,す で に 成 立 時 に シ ャウ プ勧 告

か ら背 離 し,そ の 崩 壊 へ の 第 一 歩 を 踏 み だ して

い た 」(380頁)と 結 論 され て い る。

IV高 度成長 と地方財政の再編成

中巻は,上 巻につづ く昭和25年 から昭和43年

までの時期をあつかっている。その章別編成は

次の通 りである。第1章 講和 ・安保条約と地方

行財政の転換,第2章 地方財政の危機と再建,

第3章 高度成長策と地方行政の変質,第4章 地

方財政の変貌と地方税財政制度の再編成。本巻
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に は,「 高 度 成 長 と地 方 財 政 の再 編 成 」 と い う

サ ブ タ イ トル が付 せ られ て お り,第4章 に 最 も

力 が注 が れ て い る。

まず,第1章 「講 和 ・安 保 体 制 と地 方 行 財 政

の 転 換 」 で は,地 方 行 政 調 査 委 員 会 議 の勧 告 と

政 令 諮 問委 員会 の答 申,自 治 庁 の発 足 と地 方 自

治 法 の 改正(昭 和27.31年),警 察 お よ び教 育

の 自治権 剥奪,町 村 合 併,地 方 財 政 平 衡 交 付 金

の 変質 と地 方 交 付 税 の成 立,シ ャウ プ地 方 税 制

の解 体(昭 和26-31年 の 税 制 改正,改 革)等 が

検 討 され て い る。 そ して,こ れ らの 分 析 を 通 じ

て,教 授 は,講 和 ・安 保 両 条 約 発 効 後 の 昭 和27

年 か ら31年 まで は,戦 後 改革 され た地 方 自治 お

よ び税 財 政 制 度 が 「急 速 に中 央 集 権 化 と反 民 主

化 の方 向 に転 換 」 した時 期 で あ り,「 こ の 時 期

に構 築 され た反 自治 的 反 民 主 的 な行 財 政 制 度 は,

32年 以 後 の高 度 成 長 の た めの 地 方 行 財 政 政 策 展

開 の土 台 と な った」(97頁)と 評 価 され て いる。

こ こ で注 目 したい の は,昭 和20年 代 末 期,と

くに29年 の税 制 改革 につ いて の評 価 で あ る。 藤

田教 授 は,昭 和29年 の税 制 改革 を,シ ャウ プ税

制 の解 体 と 「高 度 成 長 型 」 税 制 へ の 発 足 と い う

二 重 の意 味(両 者 は表 裏 の関 係)で 把 握 され て

い る。 前者 の シ ャウ プ税 制 の 解 体 の 内 実 と して,

に)市町 村 民 税 の 一 部 の道 府 県 税 委 譲 や 道 府 県 民

税 ・不 動 産 取 得 税 な どの 新 設 にみ られ る と こ ろ

の 市町 村 優 先 主 義 の 大 幅 な修 正,(2}国 ・地 方 間

あ るい は府 県 ・市 町 村 間 にお け る課 税 標 準 の 共

通 利用,賦 課 徴 収 の 委 託,地 方 譲 与 税 の 創 設 な

どに よ る独立 税 主 義 の 弱 化 と中 央 集 権i化,(3)消

費 税,流 通 税 の 増 加 に よ る直 接 税 中 心 主 義 の 崩

壊 の3点 が指 摘 され る。 さ ら に後 者 の 「高 度 成

長 型」 資 本 蓄 積 中 心 の 地 方 税 制 の 出発 点 の 内容

と して,(1)住 民 税,事 業 税 の 課 税 標 準 へ の 国 の

所 得税 ・法 人 税 の課 税 標 準 の 採 用 に よ る祖 税 特

別 措 置 そ の他 の 国 の 祖 税 政 策 の 容 易 な 地 方 税 へ

の 滲透,(2)固 定 資 産 税,電 気 ガ ス税 に お け る手

厚 い 大資 本 優 遇,(3)地 方 譲 与 税 な ど税 制 の 中 央

集 権 化,(4)道 府 県 税 源 の 拡 充 に よ る道 府 県 中 心

の 公 共 投 資,地 域 開 発 政 策 へ の 布石 の4点 が あ

げ られ て い る 。(74-75頁)と もあ れ,要 す る

に,29年 の税 制 改 革 は,道 府県 民 税 の創 設,付

加 価 値 税 の最 終 的 な 廃 止,そ して税 制 で は な い

が平 衡 交 付 金 の地 方 交 付 税 へ の 改 組 な ど 「勧

告 」 の地 方 自治 強 化 の民 主 的側 面 を 大 幅 に 切 り

崩 して,支 配 と資 本 蓄 積 の た め の 「安 定 装 置 」

の側 面を よ り拡 充 強化 して,日 本 的 土 譲 に よ り

定 着 させ る試 み で は なか った ろ うか 。 した が っ

て,シ ャウ プ税 制 の 「解 体 」 と 「高 度 成 長 型 」

税 制 の 発 足(「 解 体 」 と い う表 現 は,高 度 成 長

期 以 降 の 地 方 税 制 は,シ ャ ウプ税 制 が 影 も形 も

な くな った と こ ろ にで き あ が った,と い う印 象

を 与 えか ね な い)と い うよ り,日 本 の 「高 度 成

長 型 」 国 独資 に と って よ り適合 的 な地 方 税制 へ

の 改変 ・再 編 過 程(つ ま り25年 シ ャ ウプ税 制 を

改鋳 して 日本 的 「高 度 成 長 型」 国 独 資へ お し込

み 根 づ か せ て ゆ く過 程)の 画 期 と して把 握 で き

ない だ ろ うか 。

第2章 「地 方 財 政 の危 機 と再 建」 で は,昭 和

20年 代 末 期 の 地 方 財 政 危 機 が,戦 後 国 家 独 占 資

本 主 義 下 の 地 方 財 政 の も とで の 行 政 領 域 の 拡 大,

財 源 の 国 家 集 中,貧 富 団 体 の 財政 力 の ア ンバ ラ

ンス の 激 化 な ど の基 本 的 原 因 と と もに,国 家財

政 か ら地 方 財 政 へ の しわ よ せ を伴 う種 々の 構造

的 要 因 に よ って ひ き お こ され た もの で あ る こ と

が 明 らか に され て い る。 そ して30年 か らの 財 政

再 建 策 が,「 構 造 的 危 機 の解 決 に ふ れ る こ とな

く」,「地 方行 財 政 の 合 理 化 ・圧縮 」 を は か り,

「住民 不 在 の財 政 再 建 」 を す す め る もの で あ り,

「復 活 か ら成 長 さ ら に高 度 成長 へ と発 達 して き

た 独 占資 本 の 合理 化 政 策 に 地 方 自治体 を 従 属 」

(126頁)さ せ,国 の 「中 央統 制 を 強 化 」 す る も

の で あ り,「 そ の 後 の 高度 成 長 期 に お け る資本

の 強蓄 積 の た め の 財 政 政 策 を 容易 に地 方 に 浸透

させ うる財政 構造 を 構 築 す る 役 割 を も 演 じ」

(150頁)る もの で あ った こ とが 論証 され て い る。

な お,当 時 の再 建政 策 に たい す る抵 抗運 動 は,

「主 と して 自治 労 や 府 県 ・市 町村 の職 員組 合 の
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運 動 に よ って行 わ れ,地 域 住民 の 組織 的 な運 動

は ほ と ん どみ られ な か った 」(149頁)と いわ礼

そ れ は,「 当 時 の 地 方 自治 発 達 の 段 階 を示 す も

の」 と され て い るの は注 目 され る。 も っと も,

自治 体 労 働 運 動 は財 政 赤 字 問 題 を 契機 に 自治研

運 動 を32年(第1回 自治 研 全 国 集会)か ら開 始

し,住 民 との 提 携 の 方 向 を模 索 しは じめ た の は

周 知 の とこ ろで あ り,こ の よ うな 自治体 労 働運

動 の新 たな質 的 発 展 の 芽 ば え と,民 間労 働 者 を

ふ くむ住 民 共 闘 の 見 地 か らの 積 極 面 と 消極 面を

よ り深 く掘 りさ げて ゆ く作 業 は,今 後 の課 題 と

な ろ う。

第3章 「高 度成 長 策 と地 方行 政 の変 質 」では,

高 度 成 長 期 にお け る公共 投 資 拡 充 の構 造 が分 析

さ 礼 それ が 産 業 基 盤 に 偏 重 し,地 域 的格 差 の

激化 を もた ら した こ と,ま た,地 域 開 発 政 策 が

そ の実 態 に おい て,地 域 格差 の是 正 を 達 成 す る

こ と な く,逆 に,地 元産 業へ 深刻 な打 撃 を与 え,

地 方 財 政の 危 機 を 招 き,公 害 の続 発 と住 民 運 動

の 激発 を も た らす な ど,「 地 域 独 占」 と地 域 収

奪 を通 じて 独 占資本 の 強 蓄積 を 実現 す る もの で

あ った こ とが 実証 的 に解 明 さ れて い る 。 さ らに

ま た,上 記 の 過程 で,行 政 「合理 化」,行 政 の

収 益 事 業 化 企 業 化,地 方 自治 の 空 洞化,「 広 域

行 政 」 等 の 地 方行 政 の変 質 が進 行 した こ と が詳

し く分 析 され て い る。本 章 の テ ー マ は,戦 後 か

な りの 研 究 蓄 積 が み られ ると ころ で あ るが,教

授 は,そ れ らを 摂取 しつ つ,独 自に系 統 的 に論

述 され て い る。 次 の 第4章 と と もに本 章 で は,

多 くの 統 計 数字 が 加工 して駆 使 されて お り,論

証 に厚 み を 加 え て い る。

第4章 「地方財政の変貌と地方税財政制度の

再編成」は,中 巻の中心部分である。教授はま

ず,公 共投資,地 域開発の展開が,地 方財政に

重圧をかけ,窮 乏化をもたらし,民 生関係経費

を圧迫 した実態をいろいろな角度か ら実証 され

ている。つぎに,30年 代から40年代初期にかけ

て,地 方税制が,個 人所得関係税や地方消費税

の増徴による大衆課税を中心に税収増をはかる

一 方
,租 税 特 別 措 置 や 地 方 税 の 非 課 税 や 地 域 開

発 関係 の地 方 税 特 別 措 置 に よ る大 企 業 へ の 減 免

を はか る こ と に よ って,「 高 度 成 長 政 策 の 財 政

的 裏 付 け」 と して,ま た 「直 接 に資 本 蓄 積 を 推

進 す る もの と して 大 き な役 割 を 演 」 じ,同 時 に

地 方税 へ の 中央 統 制 が 強化 され た こ とが 詳 密 に

論証 され て い る。 つ ぎ に,こ の期 の 国 庫 補 助 金

の 展 開 に つ い て,そ れ が高 度 成 長 の ため の 公 共

投 資 拡 充 の た め に,「 政 策 貫 徹 の合 理 的 手 法 」

と して,ま た,「 地 方 支 配 のr安 上 り』 の手 段 」

と して機 能 し,こ れ に よ って地 方 自治 体 は い よ

い よ 「国 の下 請 機 関化 」 し,重 い裏 負 担 と 巨額

の超 過 負 担 を 背 負 って 財 政 窮 乏 に追 い こ まれ た

(422-423頁)実 状 が分 析 され て い る 。 ま た,

地 方 交 付 税 につ い て は,「 地 方 自 治 体 の 投 資 的

経 費 と くに産 業 基 盤 投 資 へ の傾 斜 」 を す す め,

「一 般 財 源 か ら国 の計 画 ・施 策 の た めの 財 源 を

保 障 す る特 定 財 源 へ の 変 質 」(471頁)を すす め

た こ と が明 らか に され て い る。 さ らに,こ の 期

の公 営 企 業 債 を ふ くむ 地 方 債 の 累 増 が,地 方 行

政 の 企 業 化 と 自治 体 の 民 間 金 融 機 関 へ の 従 属 を

もた ら した こ とが 詳 し く分 析 され て い る 。

こ う して,「 高 度 成 長 型 」 に再 編 成 され た地

方 財 政 制 度 は,40年 代 初 期 にお いて い ろ い ろの

深 刻 な矛 盾 を 露 呈 し,「 地 方 自 治 体 は,こ れ ら

の 矛 盾 と中 央 集 権 的 な 幾 重 もの 厚 い 壁 に か こ ま

れ て 身 動 きな らず,と うて い地 域 住 民 の 福 祉 の

ため に 自主 的 な活 動 を 展 開 す る こ とが で きな い

状 態 にお か れ た」(520頁)と 結 ば れ て い る。

Vむ すびにかえて

最 後 に,上 巻,中 巻 全 体 にわ た る本 書 の 特 徴

を 述 べ て お き たい 。

まず第一に,戦 後日本の資本主義や国家独占

資本主義の発展のうえに地方財政を位置づけ,

国家や政治情勢や行政や地方自治の動向との関

わりにおいて地方財政の発展と構造変化を把握

されようとしていること。第二に,狭 い意味の

制度論だけでなく,実 態分析と統一 して追究さ
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れ て い る こ と。以 上 の2点 は 明 瞭 で あ り,成 功

して い るよ うに思 われ た。 さ らに,本 書 の 見 落

せ な い特 徴 は,分 析 と論 証 が ぼ う大 な資 料 ・統

計 の解 析 に支 え られて,き わ め て 精 密 か つ 周 到

に す すめ られ てい る とい うこ とで あ ろ う。

理 論 内容 面 につ い てい え ば,個 々の 論 点 は す

で に ふれ たの で くり返 さな い が,全 体 と して,

戦 後 日本 国 家 独 占 資本 主 義 の発 展段 階(敗 戦 か

ら25年 まで の 復 興 期→ 逆 コ ー ス の時 期→ 高 度 成

長 期)に 応 じた,地 方 財 政 の 「中央 集 権 化 」 の

発 展 の 諸 相 が 具体 的 に 浮彫 に さ れて い る よ うに

思 わ れ た 。 な お,住 民 自治 に関 わ る視 角 か らの

検 討 に お い て な お残 さ れ た課 題 もあ る よ うに 感

じ られ た。 それ は,第 一 に,国 独 資 の 発 展 に 伴

う地 域 社 会 で の 住 民 生 活 の 変 貌(社 会 化 と貧 困

化)と 地 方 財 政 の 役 割 とい う角 度か らの 分 析 で

あ り,第 二 に,住 民 の民 主主 義運 動 の 諸相 と そ

の 発 展(た とえ,そ れ が た だ ち に制 度 の 改 革 に

つ な が らな く と も)の 分 析 で あ る 。 も っと も,

後 者 につ い て は各 所 で一 定 の 分析 が行 われ て は

い るが,な お残 され た部 分 が あ る よ うに思 われ

た。(例 え ば,シ ャウプ税制前後の農民,中 小

企業団体による税金をめ ぐる闘争,講 和 ・安保

条約→高度成長期にかけて発展 した労働者,

農民,お よび住民諸階層の合理化反対闘争,基

地反対闘争,平 和運動,教 育や社会保障をめ ぐ

る闘争,居 住地の民主化運動,警 職法,安 保と

つづ く地域共斗と統一行動,ま た自治体労働運

動等々の住民の多様な要求にもとつく民主主義

運動)

それはともか く,本 書は,戦 後日本財政を,

戦後改革→シャウプ勧告→25年 税財政制度の成

立→講和 ・安保条約下の転換→地方財政の危機

と再編→ 「高度成長型」再編にいたる変遷過程

において,き わめて豊かな内容と規定をもって

跡づけた画期的な大著といえよう。

財 政 改革 論 議 の盛 ん な 昨今,戦 後 日本 財 政 の

'原 点
.た る シ ャ ウプ 勧告 に た ちか え る こ と の

重 要 性 を 本 書 を 読 ん で 痛 感 した こ とを 最 後 に記

して お き た い 。

1980年2月6日 脱 稿

(たなか しげひろ 茨城大学)

一81 一


